
               

 
（注）１． 委任事項を破棄した場合は、必ず文書で届け出ること。 

 

  

委 任 状 

 
 住所 

   私議                      を代理人 
        氏名                    

               

                   ＴＥＬ        

                   

 

     と  定  め  下  記  に  関  す  る  権  限  を  委  任  致  

 

 

   し  ま  す  。  

 

              
             記           
 

  

      （  委  任  事  項  ） 

 

 

都市計画法第５３条の許可申請及び願出の申請手続き・訂正・受領の件 

 

  

          

 

 

                   

               

                  

  年  月  日 

 

 

 

 

                  住 所  

 

 

                   

                   

                  氏 名                   


